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児童生徒等の健康診断について（情報提供） 

 

 

日頃は本会の学校保健事業にご尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、このたび大阪府教育庁より標記の件につきまして、通知が参りました（別添１）。 

４月６日に開催されました府立学校長会及び市町村教育委員会教育長会議にて、所轄部局（教育

振興室 保健体育課）から健康診断を実施するに当たって、児童生徒等の心情への配慮と正確な検

査・診察の実施を可能にするため、それぞれの教育委員会が医師会と十分に協議し、学校が学校医

と連携して実施するよう説明しております。つきましては、市町村教育委員会から貴会へ相談があ

った際には学校健診を円滑に行うべく、協議への前向きなご検討をよろしくお願いいたします。 

また、大阪府医師会学校医部会は内科学校健診に関するスライド動画を作成し、ホームページに

アップしております。動画は小学生（低学年・高学年）【各約４分程度】、中学生・高校生【各約７

分程度】の年代に応じたものとなっており、下記のＱＲコードから視聴することができます。「な

ぜ必要なのか？」「どのような意義があるのか？」「適正な健診とは？」について、児童生徒と保護

者へ解り易く医療者の立場から答えるかたちで製作しておりますので、学校現場での活用を検討し

ていただければと存じます。 

なお、「健康診断結果のお知らせ（内科）（例文）」（別添２）の様式も作成しており、お示しいた

しますので、ご確認下さい（大阪府教育庁から市町村教育委員会に周知済）。 

 

 

 

 

 

 

小学生低学年用      小学生高学年用     中学生用      高校生用 
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